
番号 質　　疑 回　　答

1 　落札後の電気料金につきまして、「当社が指定する銀行口座へ振込
み」よりお支払をいただくことでよろしいょうか。

　原則として、自動引き落としとします。
　請求書払の場合は翌月の２５日に銀行口座振り込みによる支払いとな
ります。

2 　供給証明書（実績表）は弊社のようなみなし小売り電気事業者（旧一
般電気事業者）でも提出が必要でしょうか。

　入札条件を統一するため、必要とします。

3 　郵送にて入札に参加させていただく場合、入札書に記載する日付に指
定はありますでしょうか。

　郵送、直接提出にかかわらず、１回目の入札書は作成日の日付として
ください。
　開札に立会う者は１回目にてどの者も落札せず２回目の入札となった
場合、２回目の入札書は開札日としてください。

4 　入札金額内訳書は、基本料金と電力量料金の欄で構成されています
が、この他に別途割引料金を適用して、電気料金を請求したいと考えて
おります。入札金額内訳書に割引額の欄を別途追加して提出してもよろ
しいでしょうか。その場合、内訳書は事業者の任意様式に変更すること
は可能でしょうか。
　また、弊社が落札した場合、契約書上も基本料金、電力量料金と別に
割引単価を設定することは可能でしょうか。

　質疑番号１のとおり、入札書内訳にはあらかじめ割引単価を記入して
ください。

5 月別の基本料金および電力量料金の算定にあたり端数処理方法は、小数
点以下第三位を切捨てる方法でよろしいでしょうか。

　よろしいです。
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6 弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させていただくことは
可能でしょうか。また、可能な場合、契約書にない細目的事項に関して
は旧一般電気事業者の電気需給約款に依拠する形で締結させていただく
ことは可能でしょうか。

　契約書（案）第１８条にてこの契約に定めのない事項について、これ
を定める必要がある場合は、発注者供給者間において協議して定めるこ
ととしているため、旧一般電気事業者の電気需給約款に依拠するかは協
議とします。

7 　支払期日が請求書受理から起算して６０日以内となっていますが，支
払遅延防止法に準じて，３０日以内に変更していただくことは可能で
しょうか。
　弊社が落札した場合、支払期限日および遅延利息に関して、それぞれ
｢乙への料金の支払期限は乙の定める約款等の規定によるものとする。｣
｢支払期日までに支払われない場合には電気需給約款に定める延滞利息
を申し受ける｣といった、契約条項に変更させていただくことは可能で
しょうか。

　支払期日は原則として６０日以内としています。また、電気需給約款
に定める延滞利息とすることについては質疑１５のとおり両者協議とな
ります。
　支払遅延防止法については独立行政法人には適用となりませんが、公
共工事等契約では準用しています。支払い対象となる月の請求書を翌月
７日まで必着にて送付していただける場合は、支払遅延防止法を準用し
て第６条に準じ３０日以内に変更できます。ただし、遅延利息は第８条
の告示に基づきます。（参考：平成２９年度は２．７％）

8 　弊社が落札した場合、弊社は振込口座を持ち合わせていないため、弊
社所定の払込用紙による金融機関等でのお支払い、または口座自動引き
落としでのお支払いとなりますが、よろしいでしょうか。

　その場合は自動引き落としでの支払いとします。

9 　弊社が落札した場合，契約協議は電話，メール等での対応でよろしい
でしょうか。

　電話、メール等での対応可能です。契約書に関しては、入札説明書６
（６）のとおりとします。

10  地域の一般電気事業者が値上げをした場合、弊社も値引き％は変えず
にスライドで値上げをさせていただくことになりますが、その際契約単
価見直しを対応していただくことは可能でしょうか。

　一般電気事業者の金額変動の理由が他の事業者に当てはまる場合に限
ります。今回契約となった場合、燃料調整費単価は一般電気事業者の単
価を適用するため、燃料価格変動による一般電気事業者の単価変更は値
上げ、値下げどちらも変更対象となります。

11 現在の計量日を教えてください 1日です。



12 　配布された資料に契約書の取り交わしの期限が記載されております
が，弊社事務手続き上，期日を若干超過する場合がございます。あらか
じめご了承をお願いいたします。

了承します。


